
 

 

保護者の皆さまへ 

  令 和 ７ 年 ３ 月 

福生市教育委員会 

令和７年度 就学援助費・特別支援教育就学奨励費の 

オンライン申請について（受給希望者のみ申請） 
 

 福生市にお住まいで、お子さんが小・中学校に通学するうえで経済的な理由によりお困りのご家庭に対

して、就学に必要な費用の一部の援助を行っています。 

 

 

 

１．申請方法                                                       

原則として、オンラインによる申請となります。受給希望者のみ申請してください。 

（１）オンライン申請 

   上記の二次元コードまたは福生市公式ホームページ【トップページ > 福生市教育委員会 > 教育委員

会 > 助成・融資制度 > 就学援助・特別支援教育就学奨励制度】からオンライン申請を行ってください。 

 

 （２）書面申請 

   次のどちらかの方法により申請書を入手し、保護者が学務課窓口へ提出してください。 

   ①福生市公式ホームページから申請書をダウンロード 

  ②在籍校または学務課から申請書を受け取る 

書面提出先：福生市役所 第２棟２階 教育委員会 学務課（福生市本町５番地） 

２．申請にあたって                                 

 （１）オンライン申請入力及び書面申請書の入手は、令和７年４月１日から可能です。 

 

（２）申請期限は、令和７年４月 30日（水）です。 

 

 （３）申請では添付書類が必要です。次の書類を御手元に御準備のうえ、申請をお願いします。 

  【必要書類】 

   ●申請者全員 

    ・顔写真付きの身分証明書１点 

    （運転免許証、マイナンバーカードの顔写真面、パスポート、在留カード等 いずれか１点） 

   ●賃貸住宅にお住まいの方 

    ・賃貸借契約書等（住所・借主・貸主・契約期間・家賃額が明記してある契約書） 

     ※添付がなくても申請は可能ですが、その場合は家賃０円とみなし、持ち家と同条件で判 

定処理を行います。 

（４）振込口座は申請者名義の口座のみです。お子さまが複数いる場合、同一口座でお願いします。 

 

※申請についての詳細は、４月にあらためてお知らせします。                                                  

問合せ先：福生市教育委員会 教育部 学務課 学務・給食係 （電話 042-551-1948） 

 
※令和７年４月１日から入力が可能です 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/index.html
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